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(54)【発明の名称】 内視鏡の先端部

(57)【要約】
【課題】処置具起上片及びその収容部分に付着した体内
汚物等を容易に洗浄することができる内視鏡の先端部を
提供すること。
【解決手段】対物光学系１３等が配置された先端部本体
１の外表面を覆うように先端部本体１に対して着脱自在
に設けられた先端キャップ２に、処置具起上片６を取り
付けた。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】処置具挿通チャンネルに挿通された処置具
の先端部分の突出方向を変えるために、遠隔操作によっ
て作動する処置具起上片が設けられた内視鏡の先端部に
おいて、
対物光学系等が配置された先端部本体の外表面を覆うよ
うに上記先端部本体に対して着脱自在に設けられた先端
キャップに、上記処置具起上片を取り付けたことを特徴
とする内視鏡の先端部。
【請求項２】上記処置具起上片が上記先端キャップと一
体に形成されている請求項１記載の内視鏡の先端部。
【請求項３】上記処置具起上片が上記先端キャップに回
動自在に支持されている請求項１記載の内視鏡の先端
部。
【請求項４】上記処置具起上片を遠隔操作するための操
作ワイヤの先端部分と上記処置具起上片とが係脱自在で
ある請求項１、２又は３記載の内視鏡の先端部。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、処置具類の突出
方向を変えるための処置具起上片が挿入部先端に配置さ
れた内視鏡の先端部に関する。
【０００２】
【従来の技術】側方視型内視鏡などにおいては、一般
に、処置具挿通チャンネルに挿通された処置具の先端部
分の突出方向を変えるための処置具起上片が、挿入部先
端の先端部本体内に支軸によって回動自在に支持され、
操作部から進退操作される操作ワイヤにより駆動されて
処置具の突出方向を変えることができるようになってい
る。
【０００３】しかし、そのような処置具起上片は先端部
本体に形成された溝内に配置されているのが普通であ
り、使用の度に付着する体内汚物等を完全に洗浄して除
去するのが難しい。
【０００４】そこで従来は、処置具起上片が配置された
空間を薄いゴム材等の弾性カバーで水密に覆って、処置
具はその弾性カバーの外側を通るようにし、体内汚物等
が処置具起上片に触れないように配置することが試みら
れていた（実開平２－９１５０４号公報）。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかし、処置具を起上
させて挿脱操作する際には、処置具と処置具起上片との
接触部分において大きな摩擦抵抗が発生する。したがっ
て、その部分にゴム材等が用いられていると、処置具の
挿脱に非常に大きな操作力量が必要となるので実用性に
乏しい。
【０００６】そこで本発明は、処置具起上片及びその収
容部分に付着した体内汚物等を容易に洗浄することがで
きる内視鏡の先端部を提供することを目的とする。
【０００７】
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【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の内視鏡の先端部は、処置具挿通チャンネル
に挿通された処置具の先端部分の突出方向を変えるため
に、遠隔操作によって作動する処置具起上片が設けられ
た内視鏡の先端部において、対物光学系等が配置された
先端部本体の外表面を覆うように先端部本体に対して着
脱自在に設けられた先端キャップに、処置具起上片を取
り付けたものである。
【０００８】なお、処置具起上片が、先端キャップと一
体に形成されていてもよく、或いは先端キャップに回動
自在に支持されていてもよい。また、処置具起上片を遠
隔操作するための操作ワイヤの先端部分と処置具起上片
とが係脱自在であるとよい。
【０００９】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図２は側方視型内視鏡の挿入部の先端部分を
示しており、ステンレス鋼製の先端部本体１の側面に観
察窓３と照明窓４が並んで配置されている。
【００１０】先端部本体１の表面は、先端部本体１に着
脱自在に取り付けられた電気絶縁性の弾力性のあるゴム
材等からなる先端キャップ２によって、観察窓３と照明
窓４部分を除く全ての部分が覆われている。
【００１１】先端キャップ２の後端部分２ａは内側に小
さく折れ曲がった形状に形成されており、その後端部分
２ａが先端部本体１の外周面に形成された円周溝１ａに
係合することにより先端キャップ２が先端部本体１に係
止され、先端キャップ２の後端部分２ａを弾性変形させ
ることにより、先端キャップ２を先端部本体１から前方
にスライドさせて取り外すことができる。
【００１２】観察窓３及び照明窓４と並んで、処置具起
上片６が収容された処置具誘導室５が形成されている。
この処置具誘導室５を形成するために、先端部本体１
は、図３に単体で図示されるように、観察窓３と照明窓
４の側方に沿う半部が切除された形状に形成されてい
る。
【００１３】また、先端キャップ２側も、図２における
IV－IV断面を図示する図４に示されるように、先端部本
体１との間に一定幅の溝（処置具誘導室５）ができる形
状に形成されている。
【００１４】図４に示されるように、観察窓３の内側に
は直角プリズム等を含む対物光学系１３が配置されてい
る。１４は、射出端面が照明窓４の内側に配置されてい
るライトガイドファイババンドルである。
【００１５】図１は、図２におけるＩ－Ｉ断面を示して
いる。ただし、理解し易いようにするために、実際には
Ｉ－Ｉ断面に現れない操作ワイヤ７を図１に含めて図示
してある。
【００１６】９は、処置具が挿通される処置具挿通チャ
ンネルであり、内視鏡挿入部内に全長にわたって挿通配
置され、処置具挿通チャンネル９の先端が処置具誘導室
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５の後端下部に連通するように先端部本体１に接続固着
されている。
【００１７】処置具起上片６は、先端キャップ２と一繋
がりに先端キャップ２と一体に形成されている。処置具
起上片６は、処置具誘導室５内を通過する処置具１００
の先端が外方に向かってスムーズに突出するように案内
する湾曲した斜面を有している。
【００１８】その斜面には、処置具１００との間の摩擦
抵抗を小さくするために、ステンレス鋼板材等からなる
滑りのよい案内板６ｂが取り付けられている。ただし、
必ずしも案内板６ｂはなくてもよい。
【００１９】処置具起上片６は、薄く形成された基部６
ａにおいてのみ先端キャップ２と繋がっており、その部
分を弾性変形させながら処置具誘導室５内において傾動
することができる。
【００２０】処置具起上片６の基部６ａから離れた位置
に、操作ワイヤ７の端部７ａが係止されている。その部
分は、図４に示されるように、直角に曲げられた操作ワ
イヤ７が処置具起上片６に形成された孔に通され、操作
ワイヤ７の端部７ａがテーパ状に広がった形状に形成さ
れて、処置具起上片６からの抜け止めになっている。
【００２１】操作ワイヤ７は、図１及び図２に示される
ように、内視鏡挿入部内に全長にわたって挿通配置され
たガイドパイプ８内から先端部本体１に形成された通過
孔１０内に、軸線方向に進退自在に挿通されている。
【００２２】そして、図示されていない操作部側から操
作ワイヤ７を牽引操作することにより、図１に二点鎖線
で示されるように、処置具起上片６が起上して処置具１
００の突出方向を任意に変えることができる。
【００２３】なお、処置具起上片６に形成された操作ワ
イヤ係合孔に連続してその背部側に溝６ｃが形成されて
おり、操作ワイヤ７をその溝６ｃから抜き出して処置具
起上片６と分離することができる。
【００２４】このように構成された内視鏡の先端部にお
いては、内視鏡検査が終了する毎に、先端部本体１から
先端キャップ２を取り外して双方の内部を洗浄すること
ができ、その際に、処置具起上片６が先端キャップ２と
共に先端部本体１から取り外される。
【００２５】したがって、処置具起上片６及び処置具誘
導室５内に付着した体内汚物等を十分に洗浄して除去す
ることができ、被検者間感染のおそれ等を大幅に低減さ
せることができる。
【００２６】図５は本発明の第２の実施例の内視鏡の先
端部を示しており、処置具起上片６がステンレス鋼等の
金属により形成されていて、支軸２１により回動自在に
先端キャップ２に支持されている。 *

4
*【００２７】また、処置具起上片６に連結された従動側
フック２２と操作ワイヤ７に連結された駆動側フック２
３とを互いに引っかける状態に係合させて、処置具起上
片６と操作ワイヤ７との分離を容易に行えるように構成
してある。従動側フック２２は、支軸２５によって回動
自在に処置具起上片６に連結されている。
【００２８】したがって、前述の第１の実施例と同様
に、先端部本体１から先端キャップ２を取り外すことに
より、処置具起上片６が先端キャップ２と共に取り外さ
れ、処置具起上片６及び処置具誘導室５内に付着した体
内汚物等を十分に洗浄して除去することができる。その
他の構成は前述の第１の実施例と同じであり、それらの
部分には第１の実施例と同じ符号を付して説明は省略す
る。
【００２９】
【発明の効果】本発明によれば、対物光学系等が配置さ
れた先端部本体の外表面を覆うように先端部本体に対し
て着脱自在に設けられた先端キャップに、処置具起上片
を取り付けたことにより、内視鏡検査が終了する毎に、
先端部本体から先端キャップを外して双方の内部を洗浄
することができ、その際に処置具起上片が先端キャップ
と共に先端部本体から外れるので、処置具起上片及びそ
の収容部分等に付着した体内汚物等を容易に洗浄して除
去することができ、被検者間感染のおそれ等を大幅に低
減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡の先端部の側面
断面図（図２におけるＩ－Ｉ断面図）である。
【図２】本発明の第１の実施例の内視鏡の先端部の平面
図である。
【図３】本発明の第１の実施例の内視鏡の先端部の先端
部本体単体の斜視図である。
【図４】本発明の第１の実施例の内視鏡の先端部の正面
断面図（図２におけるIV－IV断面図）である。
【図５】本発明の第２の実施例の内視鏡の先端部の側面
断面図である。
【符号の説明】
１  先端部本体
２  先端キャップ
５  処置具誘導室
６  処置具起上片
７  操作ワイヤ
９  処置具挿通チャンネル
１３  対物光学系
１００  処置具
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